
- 1 - 

 

第２決算審査特別委員会（第２日目） 1 

H25.9.18 (水)10：00～ 2 

第 一 委 員 会 室 3 

開  会 １０：０２ 4 

 委員動静報告 5 

委 員 長 ただいまの出席委員数は９名であります。 6 

 これより本日の会議を開きます。 7 

 認定第２号 平成24年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 8 

いて 9 

委 員 長 認定第２号 平成24年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 10 

いて説明を求めます。 11 

伊藤参事 （認定第２号を説明する。） 12 

榎木課長 （認定第２号を説明する。） 13 

委 員 長 説明が終わりました。 14 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 15 

渡  辺 それでは、１点目ですが、国保税の収入というか、課税につきまして質疑した 16 

いと思います。 17 

 国保税は、どの税金より市民にとって最も過酷な税であります。最高額は年間 18 

77万円程度というか、77万円だそうでございますが、この最高額を納めている 19 

総人数をまず小さな１点目でお願いをします。 20 

 そこで、その77万円を納める収入には差が相当大きいと言われているわけであ 21 

りますが、その格差の状況をお願いします。所得の480万円、最高額の77万円を 22 

納める人の最低は何か481万円と聞いていますが、これは違ったらまた修正して 23 

いただきたいのですが、それから最高額は限度額がないかもしれない、数千万 24 

円の収入が、所得があるかもしれませんが、そういう格差の問題について最高 25 

収入額の方は何億円か何千万円か、こういう方のまず金額をお願いします。小 26 

さな２点目であります。 27 

 ３点目は、その481万円ですか、この収入に該当するような、それは481万円の 28 

人でなくてもいいのですが、480万円とか490万円とか、そういうことでもいい 29 

のですが、３点目はその方々は何人ぐらい納めておられるのか。77万円の最高 30 

額の保険税に関して以上３点をお願いします。 31 

 大きな２点目であります。このように高い国保税を納めているのですが、232、 32 

233ページになると思うのですが、これだけ市民に高い国保税を課しておきなが 33 

ら、一方では収入未済額が２億7,000万円ほどです。そういうようなことでもっ 34 

て昨年の２億6,900万円が残っていたと思うのですが、そういうものを合わせる 35 

と５億3,900万円程度になると思うのですが、この２年間のこういう引きずって 36 

いる未済額はどのようになっているのかということで、この経過をご説明いた 37 

だきたいと思います。 38 

 最後、３点目でございますが、252ページから253ページの特別対策事業費につ 39 

いてお尋ねしたいと思います。収納率向上特別対策事業費、昨年度よりも100 40 

万円近く多くかけているわけですが、費用対効果についてお尋ねしたいと思い 41 

ます。820万円程度で２人の嘱託職員を雇っているそうですが、この成果とか収 42 

納の状況についてご説明をいただきたいと思います。 43 

 以上、３点お願いします。 44 
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寺嶋副主幹 渡辺委員からご質疑のありました１点目、まず最初に国民健康保険税限度額77 45 

万円について納めている人数はということですけれども、こちらは170世帯とな 46 

っております。 47 

 続きまして、２点目の最高収入額、最高所得の方、こちらは約3,040万円となっ 48 

ております。 49 

 それから、３点目の480万円の所得の方の人数というか、その部分ですけれども、 50 

国民健康保険税の場合所得割、世帯ごとの平等割、加入者ごとにかかる均等割 51 

とありますので、モデルケースとしまして40代から50代の夫婦２人と、あと39 52 

歳以下の子供３人の計５人世帯ということで、夫のみの収入とした場合480万円 53 

の所得で滝川市の国保に加入した場合は限度額の77万円となります。このよう 54 

な世帯が滝川市で何世帯あるのかという部分では、対象者はいらっしゃいませ 55 

ん。なお、４人世帯ではどうなのかということで、夫婦が２人、それで子供２ 56 

人のパターンでは限度額となっている世帯の所得額の最低は521万円となってお 57 

ります。 58 

越前副主幹 収入未済額の入金状況のご質疑ですが、未収金については平成23年度決算時に 59 

おいて約２億6,940万円ございまして、それがそのまま平成24年度の滞納繰り越 60 

し分となっております。平成24年度現年分の未収金と合わせて24年度決算時２ 61 

億7,158万円となっておりますので、２年間で約５億7,000万円の未収金が発生 62 

しているわけではないことをまずご理解願います。 63 

 なお、平成23年度の未収金、つまり平成24年度の滞納繰り越し分については、 64 

予算額3,229万円に対し3,440万6,550円の入金となっております。 65 

寺嶋副主幹 収納率向上特別対策事業に要する経費が100万円ほどふえているということのお 66 

話でしたが、この増の主な要因につきましては、国保担当の嘱託職員の人件費 67 

によるものです。平成24年１月からこの嘱託職員を雇用しておりますので、そ 68 

の分の報酬と共済費がふえています。嘱託徴収員２人の人件費につきましては、 69 

ほぼ前年度と同じで変わりありません。 70 

 費用対効果ということですけれども、嘱託徴収員の徴収金額を見ますと、平成 71 

23年度で777万8,200円、平成24年度で817万362円とふえております。また、嘱 72 

託職員の徴収金額に占める国保税の割合もふえておりますので、費用対効果は 73 

あると考えております。 74 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 75 

大  谷 272、273ページなのですが、特定健診について質疑いたしますが、特定健診に 76 

ついてはいつも受診者が少ないというか、予算より減だというように聞いてい 77 

るのですけれども、予算を立てるときにこの金額をどのように算出されるのか 78 

ということをお伺いいたします。 79 

寺嶋副主幹 目標の受診率を30パーセントという形で予算の段階では立てております。 80 

大  谷 それで、不用額がこんなにたくさん出るということは、かなり下回っていると 81 

いうことですよね。それに対して年２回ぐらいですか、封書で来ます。ただ、 82 

みんなそれぞれ病院にかかったり、そこで検査しているとか、そういうことで 83 

しない人が多いのかなと思うのですが、どのように分析されているのでしょう 84 

か。 85 

寺嶋副主幹 対策的な部分なのですけれども、今大谷委員が言われましたようにヒアリング 86 

を行った結果、１度受けたから受ける必要がない、現在健康だから症状が出て 87 

から病院を受診する、治療中で検査をしているので必要がないといった意見が 88 
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多く出ております。私どもとしましては、市民の方々に年に１回健診を受ける 89 

といった意識が定着していないという部分を重く見ていまして、それに対する 90 

対策としましては、今までやってきたことはその集団健診の日程に合わせた広 91 

報たきかわでのＰＲ、あと対象者全員への受診勧奨案内、それから休日健診の 92 

実施、未受診者全員への個別通知と電話勧奨の実施などを行っております。そ 93 

れで、今年度からは、新たに健診の負担金を無料化しまして、無料で受けられ 94 

るということで気軽に受けてくださいということでＰＲを始めました。それか 95 

ら、電話や訪問による個別勧奨の有効性が高いということで保健師から伺って 96 

おりますので、この部分についてさらに力を入れて勧奨をしていく予定であり 97 

ます。 98 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 99 

井  上 歳入ですけれども、先ほど去年の農業所得がふえたということを言及されたの 100 

ですが、いいことなのだけれども、市民税だとかいろんな形でいい効果をあら 101 

わしているということで、これは実態的にどういうふうに捉えているのか。金 102 

額的にちょっとよく聞こえなかったのですが、どうですか。 103 

 そして、農村の加入率というのはどのぐらいになっているのか、世帯数も含め 104 

て伺います。 105 

 それから、さっき言った77万円を払ったら本当に大変なのですけれども、そう 106 

いうぎりぎりの所得で77万円払うというのはそんな簡単なものではありません。 107 

何か質に入れないと払えない、そういう状態なのだけれども、農村関係ではか 108 

なりそういう170世帯の中でいらっしゃるのかなと思ったり、そしてこの傾向と 109 

いうのは安定化するように見ているのか、そのあたり歳入の見方の問題で責任 110 

者から答弁してください。 111 

寺嶋副主幹 責任者ではないのですが、私のほうからわかる部分で答弁させていただきたい 112 

と思います。 113 

 所得の分析ということですけれども、今回収入を見るに当たって給与所得、営 114 

業所得、農業所得といった形で対前年比でどれぐらい総所得が伸びているのか 115 

というのを調べたのですが、給与所得の場合ですと前年に比べて6,109万円のマ 116 

イナス、パーセントでいうと2.08パーセントになります。営業所得ですと4,443 117 

万円のマイナス、これもパーセントにするとマイナス4.77パーセントとなりま 118 

す。農業所得を見ますとプラス３億9,694万円となっておりまして、これをパー 119 

セントであらわすと92.05パーセントのプラスとなります。その他の所得、それ 120 

につきましては8,932万円のマイナスということで、2.88パーセントのマイナス 121 

となっております。ですので、プラス・マイナス５パーセントを除いて突出し 122 

て変わっているのは農業所得ということで、農業所得が確実に伸びているとい 123 

うことは分析した結果出ております。 124 

 それから、２点目の農村の加入率ということですけれども、正確な数字はちょ 125 

っと今ここではお答えできないのですけれども、ほぼ100パーセントということ 126 

でご理解いただければと思います。 127 

 それから、３点目の170世帯のうちの幾らかといった部分だったのですけれども、 128 

こちらは大変申しわけありませんが、今資料を持ち合わせておりません。後ほ 129 

ど調べてお答えさせていただければと思います。 130 

井  上 これは、民主党の戸別所得方式の成果でもあるので、そういうことからいって 131 

これは続くというような傾向できているのかなと思ってその確認と、もう一つ、 132 
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具体的に３億円余の農業所得がふえているという見方の中で、国民健康保険税 133 

としてどのぐらい入っているのか、そのあたりは分析していますか。 134 

榎木課長 戸別補償制度、これは制度ができまして、その部分が所得に換算されるという 135 

ことで農業所得が上がっているという現実がございます。ただ、この制度につ 136 

きまして来年、再来年と続くものなのかどうかというのはちょっと承知してご 137 

ざいませんので、よろしくお願いします。 138 

（何事か言う声あり） 139 

委 員 長 井上委員の質疑の要旨は、国の政策効果で滝川市の市税にどれくらい反映され 140 

たのかわかっていればお答えを願いたいということだと思います。 141 

榎木課長 滝川市の国保に、国の政策というのは戸別補償制度のことかなと思いますけれ 142 

ども、この部分が幾ら国保税にはね返っているかという、そこまでの詳細につ 143 

いて分析はしておりませんので、ご理解願います。 144 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 145 

（なしの声あり） 146 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 147 

（異議なしの声あり） 148 

委 員 長 以上で認定第２号の質疑を終結いたします。 149 

 所管の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。 150 

休  憩 １０：４２ 151 

再  開 １０：５１ 152 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 153 

 認定第５号 平成24年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 154 

ついて 155 

委 員 長 認定第５号 平成24年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 156 

ついて説明を求めます。 157 

伊藤参事 （認定第５号を説明する。） 158 

委 員 長 説明が終わりました。 159 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 160 

渡  辺 それでは、後期高齢者医療特別会計のそれぞれの立場のメリット、デメリット、 161 

市の担当として感じることを説明してください。 162 

（何事か言う声あり） 163 

渡  辺 大変関係あります。 164 

 民主党政権になってから平成23年度で廃止するはずが民主党政権が潰れて、結 165 

局は存続する政権になったわけであります。そこで、後期高齢者と言われる75 166 

歳以上の人口がふえて、老人からできるだけ徴収しようとする政策は定着する 167 

のではないかと思うのですが、これまでやってきた制度のメリット、デメリッ 168 

ト、これを近年の観点でお願いします。まず、高齢者、それから滝川市、広域 169 

連合、国、この４つの側面から、簡単で結構ですが、担当としてメリットはこ 170 

ういうところにあるのではないか、デメリットはこういうことではないかとい 171 

うことをお答えいただければと思います。 172 

榎木課長 現在の後期高齢者医療制度につきまして、先日、内閣で閣議決定されまして、 173 

私たちもこれを見ていまして継続されていくのかなと受けとめてはございます。 174 

その中で、国民健康保険の改革、また後期の中の改革など、そういったところ 175 

を行いながら、その状況を見つつ見直しをしてという何か複雑な書き方になっ 176 
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てございます。前回ちょっとお話ししたこともあるのですが、老人保健という 177 

制度から今回の後期高齢者医療制度に変わったわけですけれども、一番大きな 178 

ところは何かというところはわかりませんけれども、直に感じているところ、 179 

それは費用負担という出すものと使い分けはして、そのお金というものが明確 180 

になったという、この部分は大きいのかなと考えています。 181 

 あと、国としましては、今何か閣議のほうで行った形で進んでくると思います 182 

ので、市としては、今ここまで進んできていますので、国民、市民の皆様が満 183 

足できるようなよい制度に向かっていただければなと考えているところでござ 184 

います。 185 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 186 

山  口 収入未済額325万9,520円なのですが、23年度が180万円に比べると70パーセント 187 

ぐらいふえているのですけれども、どういう要因なのですか。 188 

榎木課長 23年度に比べまして収納率が若干下がってございます。それが一番大きな影響 189 

となってございます。下がった原因といたしましては、被保険者数はふえてき 190 

ているのですけれども、その中で特徴といって年金から100パーセント入れてい 191 

ただいている部分、この伸びよりも普徴といって納付書で納めてもらったりす 192 

る部分、こちらのほうの件数、また調定額がふえていることにより率が下がり、 193 

未済額もふえているというところでございます。 194 

山  口 前年に比べて70パーセントもふえるというのはすごく異常なことのような気が 195 

するのですけれども、それは24年度に限ってのことなのでしょうか、それとも 196 

これ以降ずっとそういうふうに予想していますか。 197 

（何事か言う声あり） 198 

山  口 監査委員の審査意見書に表が出ていまして、40ページなのですけれども、そこ 199 

の後期高齢者の欄に20年度から24年度の未収金が表になっています。おおむね 200 

百何十万円なのですけれども、今回24年度が330万円弱です。 201 

榎木課長 率的には77.1パーセントの増となってございますけれども、その理由といたし 202 

ましては先ほどお答えした内容でございます。 203 

山  口 24年度に限ったことだと思われますかという質疑を先ほどしたのですけれども。 204 

榎木課長 どうも済みません。今回24年度に限るかどうかというところにつきましては、 205 

明確なお答えはできませんけれども、特に22年、24年と２年に１回後期高齢者 206 

医療の料金改定がございます。今回24年度が料金改定された年でございまして、 207 

特に料金改定によりまして若干保険料が上がりました。それによりまして年金 208 

から引く特徴分というのがいろいろ条件がございまして、介護保険等を含めて 209 

半分を超えてはいけないとか、そういった条件の中でも特徴から除外される方 210 

というのが相当数出ている、こんな現象もございますので、また２年後につき 211 

ましては26年度ですか、どのような形になるのかちょっと不明なところでござ 212 

います。 213 

委 員 長     ほかに質疑ございますか。 214 

大  谷 今の質疑に関連するのですが、納付書による納入者が多くなって、それで払え 215 

ないというのは、どのような対策をされているのですか。今２年継続してみて、 216 

次検討するということでなくて、今の年度としてどういう対策をされたのか伺 217 

います。 218 

榎木課長 普通徴収、納付書で納める方というのが金額、１人当たりの調定額が高目にな 219 

ってございます。その中で、今までも行っていますけれども、分割納付だとか 220 
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そういった納付相談というのを行いまして、全員の方と約束して支払いをいた 221 

だいている、このような状態でございます。 222 

大  谷 納付相談をして、方法については検討されるのだけれども、その後随時まだで 223 

すよというような通知をするだとか催促的なことはやられて、その結果がこの 224 

低い数ということなのですか。どのぐらいそういう督促みたいなことをするの 225 

ですか。 226 

榎木課長 ３カ月未納になりましたらお宅のほうに訪問、または電話などいたします。た 227 

だ、約束してからでございますけれども、約束が履行されて分割納付がされて 228 

いる場合には特段何もしませんけれども、いつまでにという約束がございます 229 

ので、それが不履行となった場合にはこちらのほうからまたコンタクトをとっ 230 

て、相談を受けるという形で継続してございます。 231 

委 員 長 ほかに質疑ございますか。 232 

（なしの声あり） 233 

委 員 長 ないようですので、質疑の留保はなしと確認してよろしいですか。 234 

（異議なしの声あり） 235 

委 員 長 以上で認定第５号の質疑を終結いたします。 236 

 本日まで２日間質疑を行っていただきましたが、市長に対する総括質疑への留 237 

保はなしと確認してよろしいですか。 238 

（異議なしの声あり） 239 

委 員 長 確認をいたしましたので、以上で全ての質疑を終結いたします。 240 

 これより休憩に入りますが、休憩中に書類審査を行っていただきます。 241 

 暫時休憩といたします。 242 

休  憩 １１：１１ 243 

再  開 １１：４４ 244 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 245 

 書類審査 246 

委 員 長 休憩中に書類審査をしていただきましたが、これに対する質疑はございますか。 247 

（なしの声あり） 248 

委 員 長 それでは、書類審査の質疑を終結いたします。 249 

 討論 250 

委 員 長 これより討論に入ります。 251 

 討論順序につきましては、委員会の初日に決定しておりますとおり、市民クラ 252 

ブ、新政会、公明党、渡辺精郎委員の順となります。 253 

 最初に、市民クラブ、柴田委員。 254 

柴  田 それでは、市民クラブを代表して第２決算審査特別委員会に付託されました認 255 

定第２号から第７号までの６件について、認定を可とする立場で討論いたしま 256 

す。 257 

 平成24年度は、引き続く厳しい財政状況の中での予算執行であり、適切な執行 258 

はもとより効率的運営にご努力を重ねられた市理事者を初め職員の皆様に心か 259 

ら敬意を表します。 260 

 以下、若干の意見を付して討論といたします。 261 

 介護保険特別会計に見られた多額の不用額は、年度末減額補正を行ってもなお 262 

多額の不用額を発生するということであり、適切な予算時の見込み、執行、運 263 

営に今後特段の配慮を求める。 264 
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 国民健康保険特別会計については、より一層の安定的な運営に向けた努力が必 265 

要であり、市民への健康意識の啓蒙普及とともに、時代を先取りした事業展開 266 

を求めたい。 267 

 公営住宅事業特別会計は、時代に適した新たな住宅施策とともに、年金生活者 268 

などへの適切な住宅提供を図るため、医療、福祉分野の専門的見地を導入しな 269 

がら、一層の知恵と工夫に努められたい。 270 

 下水道事業会計については、一層の健全経営に努められるとともに、災害に強 271 

いまちづくりのため、適切な施設整備と維持管理に努められたい。 272 

 最後に、病院事業会計については、通院、入院、それぞれに患者数の減少が見 273 

られ、今後の経営戦略のあり方が注目される。病院全体の体力の底上げのため 274 

人材の確保はもとより施設の充実に今後とも一層の努力をされたい。 275 

 以上です。 276 

委 員 長 次に、新政会、山口委員。 277 

山  口 それでは、新政会を代表いたしまして、第２決算審査特別委員会に付託されま 278 

した平成24年度決算認定第２号から第７号までの計６件につきまして、若干の 279 

意見を付して認定を可とする立場で討論をいたします。 280 

 １、国民健康保険特別会計。安定的運営をしていることに敬意を表します。特 281 

定健診受診者の増加を図るための対策を検討されたい。 282 

 ２、公営住宅事業特別会計。建てかえが計画どおり進んでいることを評価いた 283 

します。各団地の見回りを徹底するとともに、管理人との連携を密にして、家 284 

賃滞納防止、徴収強化に励まれたい。 285 

 ３、介護保険特別会計。住民に対して介護保険制度のわかりやすい説明、周知 286 

と窓口の親切な対応を図られたい。 287 

 ４、後期高齢者医療特別会計。国の制度設計変更に備えるとともに、保険料未 288 

収金の管理、徴収に努力されたい。 289 

 ５、下水道事業会計。巨大インフラである下水道は、老朽化が進み、その財政 290 

負担はかなりの大きさが予想されることから、長期的財政計画を立て、経営を 291 

していただきたい。また、老朽化による突発的な漏えい事故などに備え、初動 292 

態勢の準備をしていただきたい。 293 

 ６、病院事業会計。改築後２年を経過した新病院は、目新しさのために増加し 294 

た初年度の患者数を継続できず、入院、外来患者ともに減少いたしました。原 295 

因を分析し、継続的な安定経営を図るために医師、看護師、職員のより一層の 296 

意思疎通を図られたい。また、高等看護学院の欠損は、学生の中途退学や留年 297 

退学によるものであり、早急に対策を検討していただきたい。 298 

 以上です。 299 

委 員 長 次に、公明党、三上副委員長。 300 

副委員長 私は、公明党を代表し、第２決算審査特別委員会に付託されました認定第２号 301 

から認定第７号までの６件について賛成の立場で討論いたします。 302 

 平成24年度においても景気回復の兆しが見えず、市財政の好転を望むことがな 303 

かなかできない状況にありました。しかしながら、理事者、職員の皆さんが財 304 

源確保に努められ、経費を節減されたことに対し敬意を表したいと思います。 305 

 以下、若干の意見を述べ、討論といたします。 306 

 １、国民健康保険特別会計。特定健診の受診率向上に向けて、地域巡回などの 307 

集団受診体制を検討していただきたい。 308 
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 ２、公営住宅事業特別会計。入居実態を把握した管理運営に努めていただきた 309 

い。 310 

 ３、介護保険特別会計。ひとり暮らし高齢者の孤立死を防ぐため、地域の実質 311 

的なネットワークづくり構築を急いでいただきたい。 312 

 ４、後期高齢者医療特別会計。健康診査の受診率向上と予防医療に今後も努め 313 

ていただきたい。 314 

 ５、下水道事業会計。老朽化した管渠などの点検、調査を継続することで集中 315 

豪雨などの災害に強いまちづくりに努めていただきたい。 316 

 ６、病院事業会計。地域基幹病院としてサービスの向上と充実した医療の提供 317 

のため、医師、看護師の確保に不断の努力を望みたいと思います。 318 

 以上です。 319 

委 員 長 最後に、渡辺精郎委員。 320 

渡  辺 市民の声連合の渡辺精郎は、第２決算審査特別委員会に付託されました平成24 321 

年度特別会計、企業会計等６件の決算認定案を可とする立場で討論いたします。 322 

 まずもって本決算案の作成に努力されました市長を初め理事者並びに関係職員 323 

の皆様に対しましてねぎらいたいと思います。そこで、市民の目線から若干の 324 

意見を付しておきますので、ぜひ今後の参考にしていただきたいと思います。 325 

 それではまず、病院事業会計からであります。新しい病院が完成し、企業会計 326 

として前途厳しい中、しっかり利益を出していただけると思いますが、決算で 327 

は黒字であっても建てかえ前の前市長が自信を持って話しておりました新しい 328 

病院になるとその清々しい環境のもと多くの入院患者が期待できる。また医師 329 

の確保も容易になるということはいかがでしょうか。確かに医師は来てくださ 330 

る。しかし、看護師とともに医師の異動率の激しいことは、継続してかかって 331 

いる患者さんにしてみればまたもお医者さんがかわって漢方薬を否定されたな 332 

どと言っております。産婦人科のスペースも確保しているはずですが、何の音 333 

沙汰もありません。私が言っておりました物置になっておりませんか。病床数 334 

は314ありますが、１日平均240そこそこの入院患者数ではとても大変になって 335 

まいります。改築前の10万人に対して８万8,000人を切ることになっている現状 336 

は、将来が危ぶまれます。外来患者もしかりであります。10年少し前までは31 337 

万人から32万人でございましたが、それが今回の決算では21万人台です。病人 338 

が減ったのでしょうか。そんなことはありません。老人がふえ、病人というよ 339 

り病気の種類も多くなっている現状ですから、ぜひこの数値を忘れずに努力さ 340 

れることを望みます。何といっても病院経営の原点は、患者の身になって医療 341 

行為をし、患者や家族、そして取り巻く対象となる住民の信頼を得ることです。 342 

企業会計であります。赤字になって負債返済が滞っては大変なことになります 343 

から、繰り返しますが、病院会計は金額の算術計算ではなく、病院や医師の信 344 

頼という仁術を加味した経営に努力されるよう期待いたします。 345 

 次は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計を 346 

一括討論いたします。老人保健特別会計がなくなっただけでもすっきりいたし 347 

ました。このようにさまざまな健康保険制度をつくったのは、政府や国に責任 348 

があります。しかし、地方自治体の現場からこんなに健康保険制度ばかりでロ 349 

スが多く、市民の負担も大きい、そして市役所の職員もそれぞれの健康保険の 350 

事務を課せられ、多くの労力と事務費の無駄であることを訴えなければなりま 351 

せん。その中でも批判の多い後期高齢者医療特別会計は、民主党政権が廃止を 352 
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約束して、自民党政権に戻り、継続されることを危惧いたします。何よりも息 353 

子など家族として保険料を納めていただいていたのに、今さら年寄りに納めさ 354 

せるのかという叫びを行政がしっかりと押さえておくことが大切です。いつも 355 

申し上げているのですが、民間からの主張としてまずこのような老人の願いを 356 

さまざまな場面で国や北海道に物を申していただきたいのであります。 357 

 次は、公営住宅事業特別会計ですが、公営住宅もこれから次々と建てかえの時 358 

期がやってまいりました。建てかえだから退去してもらい、壊して新しく建て 359 

るのが原則ですが、今の安い家賃で助かっていると喜んでいる人もいるのであ 360 

ります。最後までしっかりと修繕をして、有終の美で新居に入ってもらうこと 361 

です。今東町に高層公営住宅１棟が完成し、緑町公住の方々にも移住するよう 362 

にとの説明会がありましたが、多くの方々は緑町にそのまま住みたいという要 363 

望が多く、町内会としてもその要望を満たしてあげたいという運動をしていき 364 

たいとのことでありますから、無理に本人の意思に反して東町公営住宅への勧 365 

誘はしないでいただきたいのであります。市と住民と町内会の３者でよりよい 366 

緑町公営住宅の建てかえができるよう協力し合うことだと考えます。 367 

 最後に、下水道事業会計でありますが、数字の羅列でありますが、場所や事業 368 

名、使用材料、人工などを明確に記していただきたいと思います。また、大雨 369 

がないので、管渠からの下水道水があふれることもない状態でありますが、こ 370 

のような事故に遭った場所は常に管理を徹底されることを望みます。 371 

 以上をもちまして市民の声連合の渡辺精郎の討論といたします。 372 

委 員 長 以上で、討論を終結いたします。 373 

 討論要旨につきましては、整理して９月27日までに事務局に提出をお願いいた 374 

します。 375 

 採決 376 

委 員 長 これより 377 

 認定第２号 平成24年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 378 

いて 379 

 認定第３号 平成24年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 380 

いて 381 

 認定第４号 平成24度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 382 

 認定第５号 平成24年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 383 

ついて 384 

 認定第６号 平成24年度滝川市下水道事業会計決算の認定について 385 

 認定第７号 平成24年度滝川市病院事業会計決算の認定について 386 

 ６件を一括採決いたします。 387 

 本認定をいずれも可とすべきものと決することに異議ありませんか。 388 

（異議なしの声あり） 389 

委 員 長 異議なしと認めます。 390 

 よって、認定第２号から第７号までの６件についていずれも可とすべきものと 391 

決しました。 392 

 お諮りいたします。委員長報告書につきましては、正副委員長にご一任願えま 393 

すか。 394 

（異議なしの声あり） 395 

委 員 長 そのように決定させていただきます。 396 
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 以上で、本委員会に付託されました事件の審査は全て終了いたしました。 397 

 挨拶 398 

委 員 長 この場合、前田市長から発言の申し出がありますので、これを許したいと思い 399 

ます。 400 

市  長 それでは、本委員会を閉じられるに当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上 401 

げる次第でございます。 402 

 山本委員長、そして三上副委員長を初め委員各位におかれましては、本委員会 403 

に付託されました各会計決算につきまして精力的にご審議いただきましてまこ 404 

とにありがとうございました。そして、ただいまいずれも可としてご認定いた 405 

だきましたことにお礼申し上げる次第でございます。 406 

 審議途中で交わされましたご意見、またただいまの附帯されたご意見等につき 407 

ましてそれぞれ加味しながら、今後予算執行に慎重に当たっていく所存でござ 408 

いますので、今後ともご指導の程を心からお願い申し上げ、本委員会閉会に当 409 

たりましてのご挨拶とします。まことにありがとうございました。 410 

委 員 長 私、委員長を拝命いたしまして、皆様のご協力をいただきながら無事審査を終 411 

わりましたことを、副委員長ともども心からお礼申し上げ、閉会に際してのご 412 

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 413 

以上で第２決算審査特別委員会を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 414 

閉  会 １２：０１ 415 


